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決議通知

証券コード7995
2022年６月22日

株 主 各 位
東 京 都 品 川 区 大 崎 二 丁 目 １ 番 １ 号

代表取締役社長 本 坊 吉 博

報 告 事 項 １. 第122期（自2021年４月１日至2022年３月
31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監
査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

２. 第122期（自2021年４月１日至2022年３月
31日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件

　本件は、原案どおり承認可決され、期末にお
ける配当金は１株につき75円と決定いたしまし
た。これにより中間配当金を含めました当期の
年間配当金は1株当たり125円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。な
お、変更の内容は後記の＜ご参考＞のとおりで
あります。

第3号議案 監査役1名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、高橋秀法
氏(再任）が選任され、就任いたしました。な
お、高橋秀法氏は社外監査役であります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

第122期　定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り誠に有難く厚く御礼申
しあげます。
　さて、本日開催の第122期定時株主総会において、下
記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し
あげます。

敬具

記
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変更前定款 変更後定款

（目　的） （目　的）
 第２条　当会社は下記の業務を
    営むことを目的とする。

 第２条　（現行どおり）

１（イ）～（ホ）（条文省略） １（イ）～（ホ）（現行どお
    り）

   （へ）不動産の売買、賃貸
    借および管理

   （へ）動産、不動産の売買、
    賃貸借および管理

   （ト）（条文省略）    （ト）（現行どおり）

   （チ）建設工事の請負ならび
    に建設工事に関する企画、設
    計、監理、マネジメントおよ
    びコンサルティング

   （チ）建設工事の請負ならび
    に建設工事に関する企画、設
    計、監理およびマネジメント

 （新設）    （リ）ソフトウエアおよび情
    報機器の開発および販売

 （新設）    （ヌ）前各号に関連する電子
    商取引などインターネットを
    利用した各種サービスの提供

 （新設）    （ル）前各号に関連するコン
    サルティング、エンジニアリ
    ング、その他技術・ノウハウ
    に関する事業

 ２、３（条文省略）  ２、３（現行どおり）

（参考書類のインターネット開
  示）

（削除）

 第16条　当会社は、株主総会
    参考書類、計算書類、連結計
    算書類および事業報告に記載
    または表示すべき事項に係る
    情報を、法務省令の定めると
    ころにより、インターネット
    で開示することができる。

＜ご参考＞
定款一部変更の内容は次のとおりであります。
                                          （下線は、変更部分を示します。）
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変更前定款 変更後定款

（新設） （電子提供措置等）

 第16条　当会社は、株主総会の
    招集に際し、株主総会参考書
    類等の内容である情報につい
    て電子提供措置をとる。
２　当会社は、電子提供措置を
    とる事項のうち法務省令で定
    めるものの全部または一部に
    ついて、議決権の基準日まで
    に書面交付請求をした株主に
    対して交付する書面に記載す
    ることを要しないものとす
    る。
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変更前定款 変更後定款

（新設）  附　則

（電子提供に関する経過措置）

 第１条　現行定款第16条 
    （参考書類のインターネット
    開示）の削除および変更案定
    款第16条（電子提供措置等）  
    の新設は、会社法の一部を改
    正する法律（令和元年法律第
    70条）附則第１条ただし書き
    に規定する改正規定の施行の
    日である2022年９月１日
    （以下「施行日」という。）
    から効力を生ずるものとす
    る。
２　前項の規定にかかわら
    ず、施行日から６か月以内の
    日を株主総会の日とする株主 
    総会については、現行定款第
    16条（参考書類のインターネ
    ット開示）は、なお効力を有
    する。
３　本条の規定は、施行日から
    ６か月を経過した日または前
    項の株主総会の日から３か月
    を経過した日のいずれか遅い
    日後にこれを削除する。
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